
Ａ－３ 福井県空き家有効活用推進事業 

事業主体 一般社団法人 福井県不動産のれん会 

対象地域 福井県 

事業概要 

・福井県全域を対象とした相談体制を、県及び市町、解体業協会、司法書士会、建

築士事務所協会等と連携して整備。 

・総合相談窓口 1箇所を福井市内の当会事務所に設置し、全県の相談に対応。 

成果計測指標 

（相談対応件数） 

空き家所有者本人及び 

その家族等からの相談件数 

空き家利用希望者 

からの相談件数 
合計 

平成 26年度の実績 ５０件 ４７件 ９７件 

事業期間内の目標 ７０件 ５０件 １２０件 

本事業期間内の成果 

（H28 年 2 月 26 日時点） 
６３件 ４１件 １０４件 

 

１．事業の背景と目的 

福井県の空き家率は、１３．９％、全国２７位（Ｈ２５年住宅土地統計調査、全国平均１３．５％）

である。Ｈ２０ 年調査より１．２ポイント改善しているものの、依然、空き家率は高い状況にある。 

特に戸建住宅の空き家は、防犯や景観等の観点から大きな課題となっている。高齢化している地区や

人口減少や転出入など様々な要因がある。 

県内の空き家の所有者の抱えている様々な問題に対し、親身になって相談を受け付け、具体的にアド

バイスすることによって、福井県内の空き家率の増加に歯止めを掛けることを目的とする。 

２００９年より３年間優良空き家利活用推進業務を行なった実績（空き家発掘８９４件、うち県空き

家情報バンクの登録件数１０７戸、売買や賃貸になった利活用件数３９戸）と当会独自のマイホーム転

貸事業（３戸転貸）による空き家の様々な状況や空き家の所有者にアドバイスをした経験により、相談

業務に従事する相談員に対し、適確に不動産関連の研修・育成をし、関連事業者等や地方公共団体施策

との連携を図り、空き家所有者、空き家利用者に的確なアドバイスを行う。 

昨年度は、事業期間が短期間で相談実績は９７件と多かったものの、解決に至ったのは０件だったこ

とから、今年度は、昨年度の相談者を含めてきめ細かくフォローアップを図るなどして、成果に繋げる

ことも目標とした。 

２年目となる今年度は、持続可能な取組みとして、当会事務局職員が初期相談の役割を兼務し、専門

的な相談を当会の専門相談員が担う等の相談体制を工夫した。 

また、新たな相談件数の増加に向け、出張相談会の開催・案内広告を増やし、市町に再度訪問し、当

会の空き家相談総合窓口の紹介、市町広報への協力を働きかける。 
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２．事業の内容 

（１）事業の概要 

事業項目 概要 

1）基礎情報 

調査 

1）県・市町の相談窓

口・支援制度の情

報の更新 

・ 県からの情報提供と市町への電話確認等により昨年度作成

した県・市町の担当窓口・支援制度の情報を更新した。 

2）相談員の研

修・育成 

1）相談マニュアルの

修正 

・ 昨年度収集した県・市町の担当窓口・支援制度の情報を更新

した。 

2）相談受付員の研

修・育成 

・ 今年度は、受付対応を専属相談員から当会事務局職員に変更

することから、相談マニュアルを用いて曖昧な相談内容等を

確認・聞き出す等の手順や方法、相続や税制等の専門知識を

含めて分かりやすく研修を行い、相談受付員として円滑な応

対ができるようにした。 

3）情報提供に

資する資料

等の作成 

1）情報提供パンフレ

ットの情報更新 

・ 県市町の支援制度［27 年度版］を取りまとめ、昨年度のパ

ンフレットに折り込んだ。 

2）ホームページの掲

載情報の更新 

・ 県市町の支援制度［27 年度版］により改訂された内容を修

正した。 

4）相談事務の

実施 

1）相談業務の実施 

・ 「のれん会空き家管理センター」にて相談業務を実施し、電

話・メール・来訪相談に専門相談員が対応した。 

・ 今年度の相談対応の流れは、相談受付員（2 名）が相談受付

シートに基づき相談内容を聞取り、対応した。より専門的な

相談対応が必要な場合は聞取り内容を専門相談員に取次ぎ、

専門相談員が電話等で対応した。 

2）出張相談会 

・ 相談窓口のある当会（福井市内）へ足を運べない県民等の相

談機会を増やすため、集客力のある大型ＳＣにおいて当会の

会員や宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士等を相談員

とする出張相談会を８回実施し、相談対応した。 

3）窓口及び出張相談

会の周知 

・ 相談窓口及び出張相談会の開催案内チラシをその都度作成

した。 

・ チラシ、パンフレット、ホームページを通じて周知するとと

もに、県市町に働きかけ、市町に再度訪問し、当会の空き家

相談総合窓口の紹介、市町広報に協力して頂けるよう要望し

た。 

・ 有料の広告（無料宅配誌・新聞・ホームページ）も併用し、

定期的にＰＲをした。 

5）効果促進 

事業 

1）空き家劣化診断モ

デル事業の実施 

・ 相談者から劣化診断の要請があった場合の診断体制の構築

や診断ノウハウの蓄積、診断事例等の相談業務への反映等を

目的として、（一社）福井県建築士事務所協会と連携した劣

化診断モデルを実施した。 

・ 劣化診断を受けた利用者に対し、アンケートを実施し、有料

化に向けた検討を行なった。 
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（２）事業の手順 

 交付決定（6 月 12 日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のように進めた。 

全体事業進捗管理表 

提出日 平成 28年 2月 26日 登録ＮＯ Ａ－３ 事業主体 一般社団法人 福井県不動産のれん会 

  ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

１） 相談業務に必要と

なる基礎情報調査 

①県市町の担当窓口・支援制度等に係る調査（27

年度版） 
         

２） 相談員の研修・育成 
①相談マニュアルの修正          

②相談受付員の研修・育成   
  

     

３）空き家等の所有者へ

の情報提供に資する

資料等の作成 

①空き家所有者等向け情報提供パンフレット      
 

   

②会のホームページへの空き家相談等の専用画

面の設置 
    

 
    

４）相談事務の実施 

①相談業務の実施   
 

   
  

 

②出張相談会   ●●●  
 

 ●● ●●●  

③窓口及び出張相談会の周知  
 

 
 

 
  

  

・窓口周知チラシ          

・県市町広報のお願い   
 

   
  

 

・新聞広告等   ●●●    ●●● 
●● 

●●● 
 

５）効果促進事業 
①空き家劣化診断モデル事業の実施  

 
       

②地域における空き家等の実態把握          

６）報告書作成 
完了実績報告書および事業報告書等の作成          

ヒアリング 

折込デザイン 折込印刷 

広報掲載 HP 掲載 

県市町訪問 

開催 開催 開催 

デザイン･配布 デザイン･配布 デザイン･配布 デザイン･配布 

広告 広告 

広告 

ヒアリング 事業成果報告会参加 

相談事務 

改訂版公開 

 

 

（３）事業内容 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

①県・市町の相談窓口・支援制度の情報の更新 

・福井県からの情報提供等により昨年度作成した県・市町の支援制度・担当窓口の情報［27 年度版］

を作成した。 （表１） 

・昨年から新たに支援制度を整備したのは、16 市町（重複含む）で、内訳は購入支援 6 市町、改修支

援が 8 市町、除却支援が 2市町であった。購入支援が、昨年度 1 市町から 6 市町に増えたのは、空

き家情報バンクを活用してＵ・Ｉターン者を増やそうとする表れと思われる。また、除却支援が、

昨年度 3 市町から 5 市町に増えたのは、特措法の施行の影響と考えられる。 
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表１ 県・市町の支援制度・担当窓口［27年度版パンフレットより抜粋］   ※太枠部分：更新内容 

 

● 鯖江市 

U・I ターン者空き家購

入支援事業 

県外からのＵ・Ｉターン者が、「ふくい空き家情報バンク」に登録さ

れている一戸建て住宅を購入する金額への補助 

【補助金額】購入に要する費用の１／３ 上限５０万円 
建築営繕課 

0778-53-2240 Ｕ・Ｉターン者リフォー

ム 

支援事業 

県外からのＵ・Ｉターン者が、「ふくい空き家情報バンク」に登録さ

れている一戸建て住宅を購入または賃借してリフォームを行う費用

への補助 

【補助金額】リフォーム工事に要する費用の１／３ 上限 50 万円 

● 越前市 

まちなか空き家等 

リフォーム支援事業 

中心市街地区域において、空き家（戸建てまたは共同住宅）の水廻り

の回収などを行う場合、費用の一部を補助 

【上限 100 万円 共同住宅の場合上限 50 万円】 
都市計画課 

0778-22-301

2 まちなか空き家解体 

支援事業 

中心市街地区域において、空き家を解体し、住宅の建替えまたは土地

の売却を予定している人を対象に解体費用の一部を補助 

【上限 100 万円】 

越前市老朽危険空き家 

解体撤去事業 

老朽危険度、危険状態の程度が、市が定める基準を満たす空き家の解

体撤去工事に要する費用の一部を補助（所得制限あり） 

【補助金額】解体撤去工事費の１／３ 上限５０万円 

防災安全課 

0778-22-308

1 

● あわら市 

リフォーム支援事業補

助金(定住促進) 

県外からのＵ・Ｉターン者が「ふくい空き家情報バンク」に登録され

ている一戸建て住宅を購入してリフォームを行う費用への補助 

【補助金額】対象工事費の１／３ 上限 2０万円 

建設課 

0776-73-8031 

●永平寺町 

U･I ターン者空き家住

まい支援事業 

空き家住宅の有効活用を図りながら、Ｕ・Ｉターン者の住まいの支援

を目的として、空き家の購入及び改修工事に要する費用の一部を補助 

【補助金額】対象購入費または工事費の１／３ 上限５０万円 

建設課 

0776-61-394

8 

永平寺町空き家等解体

及び撤去事業 

適正に管理されていない空き家等を早急に解体除却してもらうため

に、指導に従い除却を講ずる場合、空き家等の解体及び撤去費用の一

部を補助 

【補助金額】最大 50 万円 

総務課 

0776-61-394

1 

永平寺町住まいる定住 

応援事業（住宅取得費） 

若者の住宅取得に必要な経費・子育て経費の一部を助成 住宅購入世

帯に対し助成 

【助成金額】（中古住宅） 定住促進地域：10 万円 定住促進地域以

外：5 万円 

総合政策課 

0776-61-394

2 
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２）相談員の研修育成 

①相談マニュアルの修正 

・昨年度専属相談員向けに専門的なわかりやすく解説した詳細マニュアルを作成済みのため、今年度

は更新した県・市町の支援制度・担当窓口情報をマニュアルに追加した。 （表２） 

 

表２ 相談マニュアル目次 

※アンダーライン：今年度修正・追加更新した項目等 

（Ⅰ）来店時の応対 【資料１】福井県空き家管理業者一覧 

１． 来客応対のポイント 【資料２】空き家・空き地の問題点 

２． 空き家相談受付シートへの記入 

（相談者と相談員） 

【資料３】空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算

【資料４】家財道具、不用品等の廃棄手続きと廃棄費用算 

３． 空き家所有者の場合 【資料５】売買･賃貸の査定金額の目安 

４． 空き家利用希望者の場合 【資料６】売却に関する税務（譲渡所得税） 

５． 相談記録データベースに入力 【資料７】売却に関する登記 

６． 日時報告 【資料８】売却に関する法務（基礎知識） 

（Ⅱ）電話での応対 【資料９】売却に関するトラブル事例 

１． 受け方 【資料１０】賃貸に関する所得税 

２． 空き家相談受付シートへの記入（相談員） 【資料１１】賃貸に関する法務 

３． 空き家所有者の場合 【資料１２】賃貸に関するトラブル事例 

４． 空き家利用希望者の場合 【資料１３】賃貸の諸手続き 

５． 相談記録データベースに入力 【資料１４】実際にあった解体工事の被害例 

６． 日時報告 【資料１５】その他相談先 

（Ⅲ）相談フォームから応対 【資料１６】福井県不動産のれん会会員リスト 

１． 相談フォームの必須項目と任意項目について 【資料１７】福井県建物解体業協会会員 

２． 空き家所有者の場合 【資料１８】県・市町の支援制度と担当窓口 

３． 空き家利用希望者の場合  

４． 電話の回答法  

５． メールの回答法  

６． 空き家相談受付シートへの記入（相談員）  

７． 相談記録データベースに入力  

８． 日時報告  

（Ⅳ）相談者の経過確認について  

（Ⅴ）空き家の活用等について  

１． 空き家の適正管理  

２． 空き家の活用「売買」  

３． 空き家の活用「賃貸」  

４． 空き家の解体  

（Ⅵ）連携先について  

（Ⅶ）提携先不動産業者について  
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②相談員の研修・育成 

・今年度は、持続可能な相談体制として、受付対応を専属相談員から当会事務局職員 2 名を相談受付

員に変更し、当会会員の宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士等を講師として、相談マニュアル

を用いて曖昧な相談内容等を確認・聞き出す等の手順や方法など分かりやすく研修を表３のとおり

行い、相談受付員として円滑な応対ができるようになった。 （写真１） 

・より専門的な相談対応が必要な場合は、聞取り内容を専門相談員に詳細に取次ぐことが出来るよう

になった。 

 

表３ 相談受付員の研修について 

実施日 場所 時間（h） 研修内容 

6/16 事務局 3 空き家相談受付シートの記入方法の研修 

6/17 事務局 3 空き家相談受付シートからの取次方法の研修 

6/18 事務局 3 パンフレット説明の研修 

6/22 事務局 3 パンフレット説明の研修、相談対応シュミレーション 

6/23 事務局 1 不動産基礎知識（賃貸）の研修 

6/23 事務局 1 不動産基礎知識（売買）の研修 

6/23 事務局 1 不動産基礎知識（管理）の研修 

6/25 事務局 1 不動産基礎知識（解体）の研修 

6/25 事務局 0.5 不動産基礎知識（税務）の研修 

6/25,6/29 事務局 3 接遇、相談マニュアル（Ⅰ）～（Ⅳ）の研修 

6/29 事務局 1 相談マニュアル（Ⅴ）適正管理の研修 

6/29,6/30 事務局 1 相談マニュアル（Ⅴ）売買の研修 

6/30 事務局 1 相談マニュアル（Ⅴ）賃貸の研修 

6/30 事務局 1 相談マニュアル（Ⅴ）解体の研修 

6/30 事務局 0.5 相談マニュアル（Ⅵ）（Ⅶ）取次先と取次方法の研修 

合 計  24  

 

写真１ 相談受付員の研修･育成 

  

 

6 

 



３）空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

①空き家所有者等向け情報提供パンフレットの情報更新 

・県・市町の支援制度・担当窓口［27 年度版］を取りまとめ、昨年度のパンフレットに折り込み、相

談会や窓口で相談者に配布した。 （図１）（表１） 

・さらに、当会設立 20 周年記念講演会（11/10）の際に、パンフレット、県・市町の支援制度・担当窓

口［27 年度版］、チラシを来場者に配布した。 

 

図１ 配布した空き家パンフレット「わが家のイエ活マニュアル」 
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②ホームページの掲載情報の更新 

・昨年度に引続き、当会のホームページに空き家相談等の専用画面において、相談窓口・出張相談会

の告知、支援制度窓口、相談問い合わせフォーム（メール相談対応）、劣化診断、活用（賃貸･売買）、

管理、解体についてなどの告知等を行った。http://www.norenkai.or.jp/akiya/ 

・今年度は、県・市町の支援制度・担当窓口［27 年度改訂版］も掲載した。 （図２） 

 

図２ 『ホームページ』トップページ、県・市町の支援制度・担当窓口［27 年度版］ 

 

 

③空き家管理サービスの案内、申込書の作成 

・昨年度、ｗeb 調査や電話ヒアリングにより県内の管理サービス業者 15 社を把握したが、兼業が多

いことと実績等は教えて頂けなかったこともあり、相談者への情報提供や信頼できる業者紹介が課

題となった。 

・このため、市町や地域から信頼のある専門業者に空き家管理サービスへの取組みを働きかけたとこ

ろ、「サービスの担い手はいるが、営業能力がない」とのことだったので、のれん会と連携する形

で福井市を含む県北部エリアを対象にサービスを実施することになった。 

・今年度は、情報提供と利用のし易さに配慮し、空き家管理サービスの案内、申込書を作成し、希望

者に配布した。 （図３） 
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http://www.norenkai.or.jp/akiya/


図３ 空き家管理サービス案内、申込書 

  

 

４）相談業務の実施 

①相談事務の実施 

・7/1 より「のれん会空き家管理センター」にて相談業務を開始した。 

・「のれん会空き家管理センター」にて毎週水曜日の午後、専門相談員が交代で 1 名常駐し、電話・

メール・来訪相談に対応した。 

・相談対応の流れとしては、相談受付員（2 名）が相談者から聞取りをし、相談受付シートを当会の

専門相談員（に取次ぎ、その都度電話回答や次回の相談日に対応した。 （図４～５） 

なお、専門相談員は、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士の有資格者から不動産相談実績のあ

る 4 名を選定した。 

・専門相談員は、相談受付シートの記載内容の確認や専門取次機関への取次票の作成の上、専門取次

機関に取次ぎ、その結果は、直接、専門相談先から相談者に電話で伝える方法とした。 

・専門取次先や紹介した業者には、成約状況や見積書、最終的な契約費用等の報告を依頼。報告がな

い場合は専門相談員が必ず確認した。 
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図４ 専門相談の対応フロー 

 

 

 

図５ 空き家相談受付シート 
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②出張相談会の開催 

・昨年度と同様に、当センターへ足を運べない県民等の相談機会を増やすため、集客が見込める大型

ＳＣ（福井市）で計 4 回、住民に信頼性がある観点から、福井市と敦賀市の２市と連携し、市役所

や男女共同参画センターで計 4 回（福井市 2 回、敦賀市 2 回）の計 8 回出張相談会を開催し、計 41

件の相談を受けた。 （写真２） 

・相談員の体制は、昨年度の経験から空き家所有者からの相談が多いと考え、専門相談員（宅地建物

取引士や賃貸不動産経営管理士）を 2～4 名配置した。 

・相談は 41 件で、会場別の内訳は、大型ＳＣが 20件、市役所等が 21 件と、市役所等がやや相談件数

が多かった。理由は、市の広報と信頼性と考えている。 

・なお、相談者の評価は、中心部にあり行きやすい、また開催してほしいと概ね好評価だった。 

 

写真２ 出張相談会 

ショッピングシティ ベル 福井市役所 

  

H27/8/8 H27/8/26 

「ラブリーパートナー エルパ」 敦賀市 男女共同参画センター 

  

H27/8/30 H27/12/12 

敦賀市役所 「ラブリーパートナー エルパ」 

  

H27/12/16 H28/1/9 
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③窓口及び出張相談会の周知 

・窓口周知については、相談窓口及び出張相談会の開催案内チラシをその都度作成した。 （図６） 

・6/24～7/23市町に訪問し、当会の空き家相談総合窓口の紹介、市町広報への掲載の協力を要望した

結果、3 市町の広報に掲載された。 （図７） 

・さらに、ホームページ、有料の広告「福井新聞『ぷりん』による広告 8 回や無料宅配誌『ファミー

ル』による広告 3 回」によるＰＲを実施した。』による相談窓口及び出張相談会の周知を行った。

（図８～９） 

図６ 出張相談会周知チラシと現地ポスター 

 

 

図７ 県・市町広報 

『『あわら市』市政広報） 『敦賀市』市政広報 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 年 8 月号 H27 年 12 月号 
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図８ 福井新聞『ぷりん』H28年 1月 5日掲載 図９ 無料宅配誌『ファミール』H28年 1月 6日掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④相談実績 

※［  件］内は前年度比 

ⅰ）相談件数 

相談窓口を開始した平成 27 年 7 月 1 日より 104 件［＋7 件］の相談があった。うち、問題解決に至っ

たのは 22 件で、内訳は売買が 14 件、賃貸が 2 件、解体が 6 件だった。［皆増］ 

（表５）（表８～１０） 

ⅱ）相談者の内訳 

相談者は、空き家所有者本人が 43 件［＋5 件］、所有者本人以外が 20 件［＋8件］、空き家利用希望

者が 41 件［▲6 件］だった。 （表５） 

 

ⅲ）相談方法 

電話が 40 件［▲5 件］、メールが 4 件［±0 件］、来訪が 19 件［▲13 件］、相談会が 41 件［＋25 件］

だった。この結果、県内在住者には、市町からの紹介･広報が有効で、県外在住者には市町からの紹

介･広報に加えて、ホームページも有効であることが分かった。 （表５） 

 

ⅳ）相談内容 

相談内容は、管理が 4 件［＋3 件］、売買が 22 件［▲2 件］、賃貸が 34 件［▲8件］、解体が 3 件［▲

1 件］、上記以外が 7 件［＋2 件］、複合が 34 件［＋13 件］と昨年より増加しており、所有者は、今

後の活用法など空き家を何とかしたいと検討していることが伺える。 （表５） 

 

ⅴ）相談者の所在地別の相談方法 

県内在住者が 70 件［▲9件］、県外在住者が 18 件［＋10 件］だった。 

県内在住者の相談 70件のうち、ホームページからが 7件（10％）、市町からの紹介･広報が 27

件（39％）、メディア広告からが 17件（24％）、その他が 19件（27％）だった。また、県外在住

者の相談 18件のうちホームページからが 6件（33％）、市町からの紹介･広報が 6件（33％）、メ

ディア広告からが 3件（17％）、その他 2件（11％）だった。 
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この結果、県内在住者には、市町からの紹介･広報が有効で、県外在住者には市町からの紹介･広

報に加えて、ホームページも有効であることが分かった。 （表６） 

 

ⅵ）相談者が相談窓口等を知った方法 

相談窓口では、ホームページからが 13 件［▲1 件］、市町の広報誌からが 10 件［▲1 件］、市町から

の紹介が 8 件［▲4 件］、連携団体からが 5 件［▲16件］、メディア広告からが 9 件［▲7 件］だった。 

また、出前相談会では、窓口周知チラシ･パンフレットからが 0件［▲1件］、市町の広報誌から

が 15件［＋12 件］、市町からの紹介が 0件［▲1件］、メディア広告からが 11件［＋4件］、出

張相談での案内等からは 6件［＋3 件］だった。 

前年度より市町広報の掲載数が減ったが、出張相談会の開催地の市政広報からの反響が大きいこ

とが分かった。                                 （表７） 

 

ⅴ）空き家の空き家期間等 

相談件数 104 件の相談結果をもとに年代別、所有者の住所地・空き家のエリア、利用希望者の住所地・

希望エリア、空き家になっている期間、空き家の築年数、今まで相談したことがあるかどうかを分析し

た。その結果、これまでに相談したことがない中高年層の相談が、多くは空き家期間 10 年未満の空き家

だった。 （図１０～２０） 

 

 ⅵ）主な相談事例 

主な相談事例を表４に整理した。 

 

表４ 主な相談事例 

年齢 相談方法 相談種別 相談内容 相談対応 相談時間 

６０歳代 来訪 売買 

亡くなった姉の家を相続したが、他県

在住のため頻繁に訪れることが難し

い。現在、家の中の整理をしており、

落ち着いたら売却したい。 

当会会員が媒介契

約し、売却に至っ

た。 

約４５分 

５０歳代 電話 
複合 

（管理･解体） 

今しばらくは維持管理をしていきた

いが、いずれ解体をしなくていけなく

なるので、解体の見積りも欲しい。ま

た、維持管理をするにあたり、どのよ

うなサービスやシステムがあるか知

りたい。 

管理サービスの説

明をして、資料を

郵送した。解体業

協会へ見積りを依

頼した。 

約３０分 

３０歳代 出張相談会 賃貸 
現在、Ａ市で借家を探しています。子

供がいるので同じ学校区が良いです。 

提携先不動産業者

に取次ぎした。 
約２０分 

４０歳代 メール 管理 

現在、海外に住んでいます。両親が高

齢で不在になっている家の留守宅見

回りサービス会社を探しています。 

県南部の空き家管

理サービス会社を

紹介した。 

約３０分 

６０歳代 来訪 

複合 

（売買、 

劣化診断） 

相続で引き継いだ家。今後、使用する

予定がないので売りたい。 

劣化診断を希望します。 

県建築士事務所協

会へ劣化診断の取

次ぎをして診断し

た。 

約４５分 
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表５ 相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数 

集計開始時期：平成 27 年 7 月 1 日 

 
相談方法 

電 話 メール 来 訪 相談会 その他 計 

空

き

家

所

有

者

本

人 

管 理 2   1  3 

売 買 3  2 7  12 

賃 貸 2  1 4  7 

解 体 1   1  2 

上記以外 1   1  2 

複 合 9  3 5  17 

小 計 18 0 6 19 0 43 

所

有

者

本

人

以

外 
※1 

管 理  1    1 

売 買 1   1  2 

賃 貸 1   1  2 

解 体 1     1 

上記以外 1   2  3 

複 合 5  1 5  11 

小 計 9 1 1 9 0 20 

空

き

家

利

用

希

望

者 

管 理      0 

売 買 2  4 2  8 

賃 貸 9 3 6 7  25 

解 体      0 

上記以外 2     2 

複 合   2 4  6 

小 計 13 3 12 13 0 41 

合 

 

計 

管 理 2 1 0 1 0 4 

売 買 6 0 6 10 0 22 

賃 貸 12 3 7 12 0 34 

解 体 2 0 0 1 0 3 

上記以外 4 0 0 3 0 7 

複 合 14 0 6 14 0 34 

計 40 4 19 41 0 104 

 

 

   

※その他の内訳 

・劣化診断について 

・相続について 

・亡くなった後の準備について 

・今後の進め方について 

・解体後の土地の固定資産税について 

・建物老朽化による契約解除 

・借家の庭の手入れについて 

※複合の内訳 

売却・賃貸 7 件 賃貸･解体 2 件 

売却･その他 6 件 管理･解体 2 件 

売却･解体 3 件 解体･その他 1 件 

売却・賃貸・解体 4 件 管理・売却 1 件 

管理・賃貸・解体 1 件 管理・売却・賃貸・解体 1 件 

購入･賃貸 6 件 
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表６ 相談者の所在地別の相談方法 

相談者の所在地 電 話 メール 来 訪 相談会 その他 計 

府県内在住者 22 1 13 34  70 

府県外在住者 12 1 3 2  18 

 

表７ 相談者が相談窓口等を知った方法 

集計開始時期：平成 27 年 7 月 1 日 

 

相談者 

の内訳 

具体的な方法 

事業主

体等の

ホーム

ページ 

窓口周

知チラ

シ、パ

ンフレ

ット 

都道府

県・市

町村の

広報誌 

都道府

県・市

町村窓

口から

の紹介 

連携団

体から

の紹介 

新聞・

雑誌・

テレビ

等のメ

ディア

情報 

出張相

談での

案内等 

その他 

不明 
合計 

相

談

窓

口 

都 道 府 県

内在住者 
7  10 3 5 6  5 36 

都 道 府 県

外在住者 
6   5  3  2 16 

計 13  10 8 5 9  7 52 

出

前

相

談

会

等 

都 道 府 県

内在住者 
  14   11 6 3 34 

都 道 府 県

外在住者 
  1     1 2 

計   15   11 6 4 36 

 

 

 図１０ 相談受付分析 空き家所有者(本人)年代別  図１１ 相談受付分析 空き家所有者(家族)年代別 

 

空き家所有者本人の相談は、60 歳以上が 5 割を占める。 

 

空き家所有者家族の 50 歳代の相談が最も多かった。 
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 図１２ 相談受付分析 空き家利用希望者 年代別 

   

 

図１３ 相談受付分析 空き家所有者の住所地 図１４ 相談受付分析 空き家所有者の物件エリア 

 

福井市と県外在住からの相談が多い。 

 

福井市が最も多いが、他市町も広く分布している。 

 
 

図１５ 相談受付分析 空き家利用希望者の住所地 図１６ 相談受付分析 空き家利用希望者の希望エリア 

 
福井市、敦賀市が最も多かった。 

 

福井市、敦賀市、永平寺町が多かった。 

 

  

空き家利用希望者から

の相談は、ファミリー子

育て世代が 50％以上

有った。 
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図１７ 相談受付分析 空き家になっている期間 図１８ 相談受付分析 空き家の築年数 

 

ほとんどが 10 年未満である。 

 

築年数 30年以上が 50％以上である。 
 

図１９ 「空き家所有者」相談したことが有るか 図２０ 「空き家利用希望者」相談したことが有るか 

 

相談したことがない方がほとんどである。 

 

相談したことがない方がほとんどである。 

表８ 問題解決に至った件数『居住地と空き家所在地』 

（売買・賃貸） ※（）内は賃貸 （件） 

居住地 

空き家 
福井市 坂井市 越前市 鯖江市 あわら市 県外 合 計 

福井市 7(1) 1   1 3(1) 12(2) 

越前市   1 1   2 

鯖江市 1      1 

勝山市 1      1 

合 計 9(1) 1 1 1 1 3(1) 16(2) 

（解体） （件） 

居住地 

空き家 
福井市  越前市   県外 合 計 

福井市 3      3 

越前市   2   1 3 

合 計 3  2   1 6 
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表９ 問題解決に至った事例（一部抜粋） 

（事例１）相談時間；45 分 

種 別 劣化診断 売却 

所 在 地 福井市Ｋ町 

写 真 

  

写 真 

  

相談内容 
両親が住んでいたが、10 年程前から空き家。前面道路が狭い（2ｍ幅）。土地 30 坪、建

物は築 32年。売却したい。 

結 果 

劣化診断を利用し、売却募集。駐車スペースがなかったので、前庭を駐車場にした。 

所有者は金銭面で支出はしたが、劣化診断も活用でき、ほぼ希望通りの金額で売却でき

た。 

 

（事例２）相談時間；45 分 

種 別 劣化診断 売却 

所 在 地 越前町Ｏ町 

写 真 
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相談内容 他県に転居予定なので売却したい。 

結 果 
他県の方が購入した。 

Ｉターンになるため、越前町の定住補助５０万円の対象となった。 

 

（事例３）相談時間；60 分 

種 別 解体 賃貸（貸駐車場） 

所 在 地 福井市Ｔ町 

写 真 

  

写 真 

  

相談内容 
2 年前に母親が施設に入った為、空き家になった。この間の台風で近所から苦情もあっ

たので、解体したい。 

結 果 
福井県建物解体業協会に取次ぎ見積りしたが高額のため、他社で合見積りをして解体し

た。駅にも近く、立地も良いため、貸駐車場に転用した。 
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表１０ 問題解決に至らなかった事例（一部抜粋） 

（事例１）相談時間；20 分 

種 別 管理  

所 在 地 福井市Ｓ町 

相談内容 

実家が空き家になって 7～8年経過している。家の中は今までどおり管理をしていくつも

りですが、外部の雑草除去や庭木の剪定等だけをお願いしたい。現地を見ていただいて

金額を出してほしい。 

結 果 
パンフレットと管理代行サービスのチラシを郵送し、お客様に確認したところ、『高いの

で少し考えます』と言われた。 

 

（事例２）相談時間；120分 

種 別 解体 売却 

所 在 地 越前市Ｋ町 

写 真 

  

写 真 

  

相談内容 

この建物は夫の実家で奥様は住んだ事がない。両親が 20年前に亡くなり、相続していた

兄が亡くなり、夫が相続した。夫も 5 年前に他界して奥様が相続した。シルバー人材セ

ンターからイノシシの侵入した形跡がある事を知らされて不安になった。敷地境界のヒ

バも高木になり、近隣より剪定伐採の要望もある。解体すると固定資産税が 6 倍になる

とテレビで知った。解体費と売却代金と同額でよいから買い手を捜して欲しい。隣地の

農地も所有しているが小作人が田を作っているので、稲刈りが終わるまで解体ができな

い。 

結 果 

解体業者に取次ぎ、見積りを依頼した。売れたら解体する話になり、売却を進めていた

が、小作人が空き家敷地を無断で通行しており、小作人と協議したが、折り合わず、売

却は中断している。 
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（事例３）相談時間；60 分 

種 別 賃貸  

所 在 地 福井市Ｈ町 

写 真 

  

写 真   

相談内容 

今年、空き家になった RC3 階建（築 44 年）店舗兼住宅と木造 2 階建住宅（築 66 年）の

2棟が有ります。 

木造建物は解体する必要があると思うが、RC造建物は貸せるかどうかみて欲しい。 

結 果 

RC造 2階部分に雨漏れ跡が有る。天井が落ちそうで突っ張り棒をしている。 

屋上や外壁の防水や塗装が必要で、多額の補修費が掛けて貸したとしても、補修費は回

収できないため、保留となった。 

内部の動産をとりあえず処分された。 

 

５）効果促進事業 

①空き家劣化診断モデル事業 

・昨年度と同様に、北陸住宅宅地経営協会や福井県建築士事務所協会と連携し、専門相談員によるアド

バイス等で活用法が決まった相談者に対し、空き家劣化診断を実施し、6 件診断した。 

（表１１，１３）（図２１～２２）（写真３） 

・なお、劣化診断を受けた利用者に対しヒアリングし、有料化に向けた検討を行った。 （表１２） 

 

表１１ 空き家劣化診断モデル事業について 

モデル事業の趣旨・目的 
相談者から劣化診断の要請があった場合の診断体制の構築や診断ノウハウの蓄

積、有料化に向けた検討、診断事例等の相談業務への反映等を目的とする。 

診断体制 
一般社団法人福井県建築士事務所協会と連携し実施する。 

診断後、劣化診断報告書を作成、相談者に提出する。 

診断方法 

目視による次の場所の点検を行い、修繕が必要な箇所を診断士がアドバイスする。 

≪屋外部分≫基礎、外壁、屋根、雨樋、軒裏天井、バルコニー 

≪屋内部分≫床、壁、天井、階段、開口部ドア・サッシ、内部建具 

≪設備≫給排水衛生設備、ガス設備、換気設備、電気設備 
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図２１ 劣化診断フロー図 

 

写真３ 劣化診断時の写真 

  

 

図２２ 劣化診断報告書 
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表１２ 空き家劣化診断ヒアリング結果 

１．劣化診断を受けた満足度について 

①満足 ②やや満足 ③普通 ④やや不満 ⑤不満 

４人  １人   

２．仮に別の物件を持っていたら、今後も劣化診断を受けて見たいと思うか。※複数回答 

①受けてみたい ②補助が有れば ③どちらとも思わない ④受けてみたくない 

４人 ２人   

３．幾らぐらいなら、診断を受けてみたいか。 

①１万円以下 ②２万円以下 ③３万円以下 ④４万円以下 ⑤５万円以下 ⑥５万円超 

２人 １人   ２人  

４．劣化診断を受けた感想について 

 建築士より建物について説明を受けることができて良かった。 

 目視で確認できない部分についても診断が欲しかった。 

 住宅の詳しい状況が知れて良かった。 

 診断料が掛かるのなら、やりたくない。 

 診断はしても良いが、診断料が掛かるとすれば売れるまで払えない。 

 

表１３ 空き家劣化診断実績 

 年齢 所在地 
空き家の

特徴 
依頼動機 診断結果・アドバイス等 

1 60 歳代 Ａ市 築 40 年弱 
県外に転居予定な

ので売却したい。 

雨漏りや被災の履歴はなく、その他不具合も発生して

いない建物で、維持管理が十分行なわれている建物

といえる。 

2 60 歳代 Ｂ市 築 50 年超 

約 20 年前にリフォ

ームした。売却した

い。 

玄関ポーチ屋根のＦＲＰ仕上げ＋Ｐ仕上げの表面の

塗膜がめくれている。外部仕上げサイディングが張替

え時期と思われます。内部 1 階和室等にシロアリ被害

が有り、早急に改修が望まれます。 

3 60 歳代 Ｃ市 築 40 年弱 

相続したが、使用

する予定がないの

で売却したい。 

最近まで使用されており、また、定期的にも点検され

ていて良好な状態が保持されている。 

4 60 歳代 Ｄ市 築 40 年弱 
相続したので売却

したい。 

浴室まわりは水漏れ等の原因による蟻害、腐朽の恐

れがあるので詳細な調査が必要と思われる。 

１階和室天井部に漏水の跡があるので詳細な調査が

必要と思われる。 

5 60 歳代 Ｅ市 築 40 年弱 

新築して引越しし

たので、元の家を

売りたい。 

使用材料の経年劣化が見られ、老朽化感がある。外

壁リシンの耐用年数が過ぎており、塗装改修による耐

水性の確保が望ましい。 

6 60 歳代 Ｆ市 築 50 年弱 

空き家になって１年

未満です。 

売却したい。 

一部、軒裏・外壁・内壁の傷みや劣化は見られるが全

般的には良光は状況と考えられる。しかし、その部分

の修繕が必要である。 

24 

 



３．事後評価 

① 相談業務に必要となる基礎情報調査 

県・市町の支援制度・担当窓口の情報は、昨年度同様、福井県より提供いただき、また、県より各市町

にもこの事業の協力を要請したおかげで、昨年度より情報収集を早くすることができた。 

 

② 相談員の研修・育成 

今年度は、相談受付員を設置することになったので、専門相談員に引き継ぎを問題なくできるように相

談者からのヒアリングを重点とした研修をおこなった。 

しかし、簡単な相談内容についても専門相談員に毎回、引き継ぎをしなければならないので、相談者を

待たせてしまい、もっと早急に対応できないものかとの意見もあった。 

 

③ 空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

パンフレットに県・市町の支援制度・担当窓口［27 年度版］を取りまとめたものを折り込むものにした

事によって、パンフレットの刷り直しを避けることができ、昨年度のパンフレットをそのまま活用する

など効率化を図れた。 

 

④ 相談事務の実施 

相談実績は当初目標 120 件に対して 104 件（86％）だった。 

そのうち出張相談会での実績が 41 件（実績の約 40％）だった。 

昨年度同様、有料広告や市町の広報による出張相談会の案内は、効果が大きかったように思う。 

しかし、空き家特措法が施行されたことや、相談窓口が昨年度より早く設置できたこと、出張相談会の

回数を増やした事等によって相談件数が伸びると予想していたが、不動産業他団体でも同じような空き

家相談会を多く開催したことで、件数が伸び悩んだものと考えられる。 

今年度は相談された方で問題解決まで至った件数が、売買 14 件、賃貸 2 件、解体 6 件であったが、昨

年度からの継続相談も売買 7 件、解体 5 件含まれることから、解決に時間がかかるものも多いと思われ

る。 

 

⑤ 相談を通じて必要とされる空き家等の住宅診断、調査体制の整備（効果促進事業） 

劣化診断を受けた利用者に対し、有料化に向けたヒアリングを行った。 

その結果、利用者はおよそ 1～5 万円の範囲で売却時になら払っても良いという答えがあったが、先行投

資はできないような背景が多かったように思える。調査時間やそれに要する人件費を考えると、利用者

が支払い可能とする費用ではビジネスの成立は難しいと思われる。 

 

 ４．今後の課題 

①相談業務に必要となる基礎情報調査 

各市町の担当窓口や支援制度、各事業所のサービス内容や料金等は日々変更になる可能性が有るため、

随時確認を行なうことが必要である。また、地域の空き家実態状況の把握として福井県や各市町と連携

し、今後も、情報を共有し、資料に反映していくことも必要である。 

 

②相談員の研修・育成 

今年度同様、のれん会事務局員が、当面の間、相談受付けをする必要がある。 
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相談受付員は、簡単な相談には対応できるよう育成する必要がある。 

 

③空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

県・市町の支援制度・担当窓口の情報、空き家管理サービス内容等の変更が有り得るため、パンフレッ

ト、ホームページ等を改訂する必要がある。 

 

④相談事務の実施 

空き家相談総合窓口の周知および効果を得るためには、定期的なＰＲが不可欠である。しかし、事業年

度のように広告費用が捻出しづらいことから、市町からの紹介や市町広報をお願いし、無料でＰＲする

ことが必要である。 

相談者からの相談には、その都度、当会会員が専門相談員となって対応する必要がある。 

 

⑤相談を通じて必要とされる空き家等の住宅診断、調査体制の整備（効果促進事業） 

空き家所有者や空き家利用希望者にとって劣化診断は非常に効果的なことがわかったが、今後、有料化

するとなると診断直後に診断費を支払って頂けるかどうか心配である。 

 

５．今後の展開 

昨年度、事業終了した翌日の平成 27 年 2 月 27 日より今年度の相談窓口が開始する前日の 6 月 30 日ま

でに 13 件（電話 9、来訪 3、メール 1）の問合せが有った。その相談のうち、今年度の事業開始後、2 件

空き家が解体された。今年度の事業が開始されていない 4 ヶ月間は、昨年度製作したホームページの広

告と最終月に掲載された市政広報や市町の担当窓口からの紹介による反響だった。 

以上のことから、これまでの県・市町の担当者や連携団体・提携不動産会社など「人と人との繋がり」

を大切に、経費がなるべく掛からない手法で相談窓口事業を引続き運営していくかを考えなければなら

ない。 

当面は、当会の空き家管理サービス業・マイホーム借上げプラン（サブリース）を軌道に乗せ、相談

窓口事業の安定化を図る。 

 長期的に運営するために、県・市町の空き家調査（空き家の実態把握）、空き家情報バンクの運営、空

き家相談窓口業務等の業務受託を目指す。 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 平成 20 年 1 月 

代表者名 代表理事 瀧波 成嘉 

連絡先担当者名 副理事長 吉田 守利 

連絡先 
住所 〒910-0854 福井県福井市御幸 4 丁目 12-15 

電話 0776-21-5151 

ホームページ http:// www.norenkai.or.jp/ 
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